
⑥火葬場 ⑤スポーツ施設（小規模） 
　中央斎場 　地域体育館，有料運動公園

　みやこメッセ

　宇多野ユースホステル
　宇津峡公園

⑫活動交流施設 ⑦スポーツ施設（大規模）
　大学のまち交流センター 　西京極総合運動公園，アクアリーナ
　国際交流会館 　武道センター，宝が池公園
  男女共同参画センター 　横大路運動公園
  久世ふれあいセンター ⑧健康増進施設
  森愛館  ラクト健康・文化館
　老人保養センター  ヘルスピア２１
　久我の杜生涯学習プラザ ⑨ホール・会館
　梅小路公園内施設 　京都会館，文化会館

　京都コンサートホール
　円山公園音楽堂，醍醐交流会館
⑩博物館施設
　美術館，動物園
⑪文化財公開施設
　二条城，無鄰菴，岩倉具視幽棲旧宅
　旧三井家下鴨別邸

⑬教育施設
　学校歴史博物館
　青少年科学センター
　花背山の家
　京北山国の家
　生涯学習総合センター
　生涯学習総合センター山科
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ＣⅠ
公費負担割合上限50％

Ｂ

ＣⅡ
公費負担割合上限25％

大　　　　　　公的関与の必要性　　　　　　　小

ＡⅠ
公費負担割合上限100％

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

ＣⅢ
公費負担割合上限0％

①駐車場・駐輪場
②イベント会場

ＢⅠ
公費負担割合上限75％

④墓地・墓園

ＡⅡ
公費負担割合上限75％

ＡⅢ
公費負担割合上限50％

ＢⅢ
公費負担割合上限25％

③観光・宿泊施設

ＢⅡ
公費負担割合上限50％

● 「共通の基準」について 

他都市の状況を参考に，施設類型ごとの「収益可能性」と「公的関与の必要性」の２つの観点

から，公費負担割合分類表（９分類）を作成し，それぞれ，下記のとおり公費投入割合の上限を

定めています。 

そのうえで，各施設の公費負担割合を点検し，上限を超える施設は，運営コストの削減，稼働

率の向上等を図った上でもなお，上限を超える場合に料金を改定します。また，上限を下回る施

設においても，運営コストの削減等に取り組むほか，民間施設の相場等を踏まえた料金に改定し

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


